
警
察
庁
組
織
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一
部
を
改
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す
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政
令
案
参
照
条
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○

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
（
抄
）

(
課
の
設
置
等)

第
二
十
六
条

警
察
庁
の
課(

室
そ
の
他
課
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。)

の
設
置
及
び
所
掌
事
務
の
範
囲
は
、
政
令
で
定
め
る
。

２

警
察
庁
の
課
に
、
課
長(

室
に
あ
つ
て
は
、
室
長)

を
置
く
。

３

警
察
庁
の
長
官
官
房
、
局
又
は
部
に
、
そ
の
所
掌
事
務
の
一
部
を
総
括
整
理
す
る
職
を
置
く
と
き
、
又
は
課(

課
に
準
ず
る
室
を
含
む
。)

の
所
掌
に
属
し
な
い
事
務
の
能

率
的
な
遂
行
の
た
め
こ
れ
を
所
掌
す
る
職
で
課
長
に
準
ず
る
も
の
を
置
く
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
設
置
、
職
務
及
び
定
数
は
、
政
令
で
定
め
る
。

(

管
区
警
察
局
長
等)

第
三
十
一
条

管
区
警
察
局
に
、
局
長
を
置
く
。

２

管
区
警
察
局
長
は
、
管
区
警
察
局
の
事
務
を
統
括
し
、
及
び
所
属
の
警
察
職
員
を
指
揮
監
督
し
、
並
び
に
長
官
の
命
を
受
け
、
管
区
警
察
局
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
府

県
警
察
を
指
揮
監
督
す
る
。

３

管
区
警
察
局
の
内
部
組
織
は
、
政
令
で
定
め
る
。

○

警
察
庁
組
織
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
八
十
号
）
（
抄
）

(

審
議
官)

第
三
条

長
官
官
房
に
、
審
議
官
五
人(

う
ち
二
人
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
つ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。)

を
置
く
。

２

審
議
官
は
、
命
を
受
け
、
所
管
行
政
に
属
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
し
、
関
係
事
務
を
総
括
整
理
す
る
。

(

参
事
官)

第
五
条

長
官
官
房
に
、
参
事
官
五
人
を
置
く
。

２

参
事
官
は
、
命
を
受
け
、
所
管
行
政
に
属
す
る
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
に
参
画
す
る
。

(

管
区
警
察
局
の
内
部
組
織)

第
四
十
七
条

管
区
警
察
局
に
、
次
の
三
部
を
置
き
、
部
に
そ
れ
ぞ
れ
部
長
を
置
く
。

総
務
監
察
部

広
域
調
整
部
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情
報
通
信
部

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
東
北
管
区
警
察
局
、
中
国
管
区
警
察
局
及
び
四
国
管
区
警
察
局
に
あ
つ
て
は
、
総
務
監
察
部
及
び
広
域
調
整
部
に
代
え
総
務
監
察
・
広
域

調
整
部
を
置
く
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
管
区
警
察
局
の
内
部
組
織
の
細
目
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
。

(

所
掌
事
務
に
関
す
る
特
例
措
置)

○
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
（
抄
）

(

目
的)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
そ
の
他
の
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
及
び
情
報
通
信
技
術
の
活
用
の
進
展
に
伴
っ
て
世
界
的
規
模
で
生
じ
て
い
る
サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
脅
威
の
深
刻
化
そ
の
他
の
内
外
の
諸
情
勢
の
変
化
に
伴
い
、
情
報
の
自
由
な
流
通
を
確
保
し
つ
つ
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
を
図

る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
、
我
が
国
の
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
施
策
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
等

を
明
ら
か
に
し
、
並
び
に
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
の
策
定
そ
の
他
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
サ
イ
バ
ー
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
戦
略
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
形
成
基
本
法(

平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

と
相
ま
っ
て
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
し
、
も
っ
て
経
済
社
会
の
活
力
の
向
上
及
び
持
続
的
発
展
並
び
に
国
民
が
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現

を
図
る
と
と
も
に
、
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
我
が
国
の
安
全
保
障
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

定
義)

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
」
と
は
、
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式(

以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
式
」
と
い
う
。)

に
よ
り
記
録
さ
れ
、
又
は
発
信
さ
れ
、
伝
送
さ
れ
、
若
し
く
は
受
信
さ
れ
る
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
そ
の
他

の
当
該
情
報
の
安
全
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
並
び
に
情
報
シ
ス
テ
ム
及
び
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
安
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置(

情
報
通
信

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
又
は
電
磁
的
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
に
係
る
記
録
媒
体(

以
下
「
電
磁
的
記
録
媒
体
」
と
い
う
。)

を
通
じ
た
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
活
動
に
よ
る
被
害

の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
含
む
。)

が
講
じ
ら
れ
、
そ
の
状
態
が
適
切
に
維
持
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。


